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  告　　　　　示  

山形県告示第1133号

　山形県青少年健全育成条例（昭和54年３月県条例第13号）第８条第１項の規定により、次の図書類を青少年に有

害な図書類として指定する。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

平成24年12月14日（金）
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指定の理由発 行 所 等図書コード等題　　　　　　　　　　　　名
指定

番号

著しく青少年の

犯罪又は自殺を

誘発し、又は助

長し、その健全

な育成を阻害す

るおそれがあ

る。

㈱メディアボーイ15277－12実話時代 12月号353

㈱メディアボーイ15277－01実話時代 １月号354

㈱ 竹 書 房05267－１月刊実話ドキュメント １月号355

ミリオン出版㈱68465－96実話ナックルズ増刊レベル９356

㈱笠倉出版社06231－01チャンプロード １月号357

著しく青少年の

粗暴性又は残虐

性を助長し、そ

の健全な育成を

阻害するおそれ

がある。

㈱笠倉出版社最新版 世界の処刑と拷問358

富士美出版㈱67788－38ＴＡＴＴＯＯ ＴＲＩＢＡＬ VOl.52359

著しく青少年の

性的感情を刺激

し、その健全な

育成を阻害する

おそれがある。

㈱ 竹 書 房57624－37
極選20連発！！おねだり素人娘の発情コレクショ

ン
360

㈱ 竹 書 房57624－44碓秘 人妻ざかり悶悶づくし361

㈱ 竹 書 房57624－45競艶！！我慢できない美女たちの痴態362

㈱ 竹 書 房57624－41ふしだらＯＬ業務日報363

㈱ 竹 書 房57624－50浮気してしまう素人美女364

㈱ 竹 書 房57624－34ナースと女医の入淫白書365

㈱ 一 水 社53005－18三十路妻実録浮気体験366

㈱ 宙 出 版18815－12YoungLoveComic ａｙａ 12月号367

㈱日本文芸社52780－51男と女の交差点 迷惑な人妻編368

㈱メディアックス17932－0135歳からの恋愛 ＲｅＡＬ VOL.6369

㈱日本文芸社52974－08こうしてアサミは堕ちてゆく370

㈱ジーウォーク58811－89パブロフな彼女371

㈱ジーウォーク58811－87女島～ハーレム・フロンティア～372
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山形県告示第1134号

　家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項第２号の規定により、地方臨時種畜検査に係る種畜証明

書を次のとおり交付した。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1135号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　調査を行った者の名称

　　東根市

２　調査を行った期間

　　平成21年４月１日から

　　平成23年２月３日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　東根市地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　大字長 の一部

５　認証年月日

　　平成24年12月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1136号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、大江町土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

飼　　　　養　　　　者

名　　　　前品　　種
家畜の

種　類
証明書番号

名称（氏名）住　　所

山形県農業総合研究センター畜

産試験場

新庄市大字鳥越

字一本松1076番

地

秀 武黒 毛 和 種牛10840805261

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

西村山郡大江町大字本郷丙235番地清 水 利 夫理 事

同　　　　　　大字左沢478番地明 石 永 七同

同　　　　　　大字塩の平95番地渡 邉　 厚同

同　　　　　　大字本郷乙33番地佐 藤 乾 三同

同　　　　　　大字月布23・24番地大 泉 啓 一同

同　　　　　　大字橋上118番地柏　 倉　 公 次 郎同
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山形県告示第1137号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、大江町土地改良区の役員に次の者が就任した

旨の届出があった。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1138号

　山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成17年３月県規則第８号）第３条第

１項の規定により、山形県眺海の森の指定管理者から次のとおり変更した旨の届出があった。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　届出をした指定管理者の名称及び所在地

　　一般社団法人庄内森林保全協会

　　酒田市土渕字甚治郎向20番地１

２　届出の内容

同　　　　　　大字小見239番地伊 藤　 晃同

同　　　　　　大字三郷乙754番地菊 地 良 男同

同　　　　　　大字左沢296番地渡 邉 善 彦同

同　　　　　　大字十八才甲227番地鈴 木 正 清監 事

同　　　　　　大字荻野164番地高 取 謙 造同

同　　　　　　大字富沢164番地堀　 陽 一同

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

西村山郡大江町大字十八才甲227番地鈴 木 正 清理 事

同　　　　　　大字左沢478番地明 石 永 七同

同　　　　　　大字月布218番地阿 部 喜 一同

同　　　　　　大字本郷乙33番地佐 藤 乾 三同

同　　　　　　大字左沢296番地渡 邉 善 彦同

同　　　　　　大字小見239番地伊 藤　 晃同

同　　　　　　大字三郷乙754番地菊 地 良 男同

同　　　　　　大字塩の平95番地渡 邉　 厚監 事

同　　　　　　大字荻野134番地最 上 裕 一同
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山形県告示第1139号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成24年12月14日から同月27日まで縦覧に供する。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　345号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1140号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成24年12月14日から同月27日まで縦覧に供する。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　酒田松山線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1141号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成24年12月14日から同月27日まで縦覧に供する。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　円能寺砂越停車場線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

変更年月日

指定管理者の名称

変　　更　　後変　　更　　前

平成24. 4. 1一般社団法人庄内森林保全協会社団法人庄内森林保全協会

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

275
メートル36.0～

21.0
旧

酒田市飛鳥字堂之後38番１から

同　　　　　大林799番まで

同　上
メートル36.0～

21.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

484
メートル98.0～

11.4
旧

酒田市飛鳥字大林120番４から

同　　　　　　　154番７まで
メートル

325
メートル42.0～

14.2
旧

酒田市飛鳥字大林119番１から

同　　　　　　　19番１まで

同　上
メートル42.0～

14.2
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上
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山形県告示第1142号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成24年12月14日から同月27日まで縦覧に供する。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　345号

２　供用開始の区間　　酒田市飛鳥字堂之後38番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　大林799番まで

３　供用開始の期日　　平成24年12月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1143号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により次の都市計画を変更したので、関係図書の写し

を次のとおり縦覧に供する。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　　酒田都市計画道路

　(2) 名　称　　３・３・４号本町東大町線、３・４・５号酒田駅築港線、３・４・６号光ケ丘上安町線、３・

４・18号寿町船場町線及び３・５・２号光ケ丘高砂線

２　都市計画を変更した土地の区域

　(1) ３・３・４号本町東大町線

　　イ　追加する部分　　なし

　　ロ　削除する部分　　酒田市本町一丁目、二丁目及び三丁目並びに中町二丁目及び三丁目地内

　(2) ３・４・５号酒田駅築港線

　　イ　追加する部分　　なし

　　ロ　削除する部分　　酒田市御成町、栄町、相生町二丁目、中央東町、中央西町、寿町並びに光ケ丘二丁目及

び三丁目地内

　(3) ３・４・６号光ケ丘上安町線

　　イ　追加する部分　　なし

　　ロ　削除する部分　　酒田市光ケ丘二丁目及び三丁目地内

　(4) ３・４・18号寿町船場町線

　　イ　追加する部分　　なし

　　ロ　削除する部分　　酒田市日吉町一丁目及び二丁目、船場町一丁目及び二丁目、寿町、中町三丁目並びに本

町三丁目地内

　(5) ３・５・２号光ケ丘高砂線

　　イ　追加する部分　　なし

　　ロ　削除する部分　　酒田市光ケ丘四丁目、浜松町、高砂一丁目、二丁目及び三丁目、北浜町、古湊町、古湊

町字古湊並びに宮海字明治地内

３　縦覧の場所

　　県土整備部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

メートル

484
メートル98.0～

11.4
旧

酒田市 橋字下川原507番１から

同　　飛鳥字大林667番まで
メートル

325
メートル42.0～

14.2
旧

酒田市 橋字下川原507番１から

同　　飛鳥字大林120番４まで

同　上
メートル42.0～

14.2
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上
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  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第74号

　昭和53年12月県選挙管理委員会告示第55号（不在者投票のできる病院等の指定）の一部を次のように改正する。

　　平成24年12月14日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　 　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　２　老人ホームの項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、５　介護老人保健

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

施設の項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第75号

　平成７年３月県選挙管理委員会告示第14号（公職選挙法により市町村選挙管理委員会において指定した個人演説

会等を開催することのできる施設）の一部を次のように改正する。

　　平成24年12月14日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　 　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「長井市　長井市伊佐沢コミュニティ施設
　「長井市　長井市伊佐沢コミュニティ施設」を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　長井市民豊田体育館　　　　　」

  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定

款の変更の認証について申請があった。

　　平成24年12月14日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　申請のあった年月日

　　平成24年11月28日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名称

　　　特定非営利活動法人みらいず

　(2) 代表者の氏名

　　　進藤　進

〃　　最上町大字向町683紅梅荘

〃　　最上町大字向町73番地３特別養護老人ホーム紅梅荘

〃　　舟形町大字富田字富田135－１舟形徳洲苑

〃　　舟形町大字富田字富田135番地１舟形徳洲苑

〃　　真室川町大字木ノ下字片渕山1125番286介護老人保健施設　梅花苑
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　(3) 主たる事務所の所在地

　　　酒田市下安町３番地の５

　(4) 定款に記載された目的

　　　この法人は、障がいをもつ人や、誰もが、地域で共に暮らし、日常生活を当たり前に送ることができるよう

に支援し、豊かな地域社会づくりに参画することにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成25年度採用山形県立高等学校実習教諭選考試験を次のとおり実施する。

　　平成24年12月14日

山 形 県 教 育 委 員 会　 　　　　　　　

教 育 長　　相　　　馬　　　周　一　郎

１　選考を行う校種・職・職務内容・志願資格・採用見込数

　（注１）実習教諭：学校教育法（昭和22年法律第26号）第60条に規定する実習助手

　（注２）各系共通の志願資格：地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条の欠格条項に該当しない者

２　有していることが望ましい知識、技術、資格等

３　出願手続

　(1) 志願書等の用紙の交付

　　平成24年12月14日（金）から教育庁総務課教職員室（〒990-8570　山形市松波二丁目８番１号）で交付する。

郵送希望者は、返信用として郵便番号及びあて先（あて名の下に「様」）を明記（速達希望の場合は「速達」と

採　用

見込数
志　　願　  資　  格職    務    内    容職

校
種

若干名

次の①、②のいずれかに該当する者

①高等学校、大学等において農業関係の

学科を修めて卒業した者又は平成25年

３月31日までに当該学科を修めて卒業

する見込みの者

②高等学校における農業に関する指導経

験を１年以上有する者又は平成25年３

月31日までに１年以上有する見込みの

者

農業に関する学科を置く高

等学校において、農業に係

る実習について、教諭の職

務を助ける。

農　業　系

実

習

教

諭

高
　
　
　
　
等
　
　
　
　
学
　
　
　
　
校

若干名

次の①、②のいずれかに該当する者

①高等学校、大学等において工業関係の

当該学科を修めて卒業した者又は平成

25年３月31日までに当該学科を修めて

卒業見込みの者

②高等学校における当該分野に関する指

導経験を１年以上有する者又は平成25

年３月31日までに１年以上有する見込

みの者

工業に関する学科を置く高

等学校において、工業に係

る実習について、教諭の職

務を助ける。

工　　業

（機械）系

有していることが望ましい知識、技術、資格等職種、教科等

・農業に関する基礎的な知識と技術

・取得資格の例

　大型自動車免許、大型特殊自動車免許、家畜人工授精師免許、危険物取扱者（乙種）、

牽引免許、農業機械整備士　等

実習教諭

農業系

・工業（機械）に関する基礎的な知識と技術

・取得資格の例

　技能検定２級（機械加工、鋳造、機械・プラント製図、機械検査、機械保全、仕上げ、

電気機器組立て）、溶接技能者資格　等

実習教諭

工業（機械）系
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明記）のうえ、140円切手（速達は410円）をはった角型２号封筒（33cm×24cm）を同封し、封筒の表に「実習教

諭選考試験実施要項請求」と朱書して簡易書留で申し込むこと。

　(2) 提出書類（出願に際しては、イ、ロを提出し、ハ、ニは試験当日持参すること。）

　　イ　志願書

　　ロ　返信用封筒１通（長形３号封筒  23.5cm×12cm）

　　　※　封筒は、のり付き（両面テープ貼付可）のものとする。また、郵便番号、あて先（あて名の下に「様」）

を明記し、80円切手をはること。

　　ハ　最終学歴に係る学校の長による人物証明書（厳封親展）

　　　※　出願時現在勤務している者は、勤務先所属長による人物証明書をもって代えることができる。

　　ニ　最終学歴に係る学校の成績証明書（厳封親展）

　(3) 志願書等の受付期間及び提出先

　　イ　提出期間　平成25年１月９日（水）から同月18日（金）まで

　　ロ　受付時間　午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　（郵送による出願は簡易書留で、平成25年１月18日（金） 消印有効とする。）

　　ハ　提 出 先　山形県教育庁総務課教職員室（〒990-8570　山形市松波二丁目８番１号）

４　選考試験

　(1) 日　時　平成25年２月５日（火）午前９時30分から

　(2) 場　所　山形県総合研修センター（山形市松波三丁目７番１号）

　(3) 試験種目及び内容

　　イ　筆記試験

　　　(ｲ) 一般教養筆記試験（高等学校卒業程度の内容） 

　　　　　ただし、農業系については農業、工業については当該分野（機械）に関する内容を含む。

　　　(ﾛ) 作文

　　ロ　面接試験

　(4) 日　程　要項のとおり。

５　選考試験結果の通知等

　(1) 選考試験の結果発表は、平成25年２月14日（木）午後３時頃の予定。合格者の受験番号を山形県庁屋外掲示

場に掲示し、本人にも合否結果を通知する。

　(2) 採用は、平成25年４月１日以降とする。

６　選考試験結果の開示

　　選考試験の結果については、山形県個人情報保護条例（平成12年10月県条例第62号）第15条第１項の規定によ

り、口頭で開示を請求することができる。

　　なお、電話、はがき等による請求はできないので、受験者本人が本人であることを証明する書類（運転免許

証、学生証、旅券等）を持参の上、午前９時30分から正午まで及び午後１時から午後４時30分までの間に教育庁

総務課教職員室に直接請求する。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付しない。）

７　その他 

　　受験手続その他受験に関する詳細については、山形県教育庁総務課教職員室（TEL 023-630-2863）に問い合わ

せること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成25年度採用山形県立特別支援学校寄宿舎指導員選考試験を次のとおり実施する。

　　平成24年12月14日

山 形 県 教 育 委 員 会　 　　　　　　　

教 育 長　　相　　　馬　　　周　一　郎

開　　示　　場　　所開　　示　　期　　間開　示　内　容

山形県教育庁総務課教職員室
合格発表の日から１か月間

（３月13日午後４時30分まで）
一般教養筆記試験得点及び総合ランク
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１　選考を行う校種・職・職務内容・受験資格・採用見込数

　《参考》地方公務員法第16条の欠格事項に該当する者

　　・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。）

　　・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

　　・山形県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

　　・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ

れに加入した者

２　出願手続

　(1) 志願書等の用紙の交付

　　イ　用紙の請求先

　　　　山形県教育庁総務課教職員室（山形県庁13階　〒990-8570　山形市松波二丁目８番１号）

　　ロ　交付開始日

　　　　平成24年12月14日（金）

　　ハ　郵送希望者は、返信用として封筒の表に「寄宿舎指導員選考試験実施要項請求」と朱書し、郵便番号及び

あて先を明記（速達希望の場合は「速達」と明記）のうえ、140円切手（速達は410円）を貼った角型２号封

筒（33cm×24cm）を同封して簡易書留で申し込むこと。

　(2) 提出書類（出願に際しては、イ、ロを提出し、ハ、ニは試験当日に持参すること。）

　　イ　志願書

　　ロ　封筒１通（長形３号封筒　23.5cm×12cm）

　　　※　封筒は、のり付き（両面テープ貼付可）のものとする。また、郵便番号、あて先（あて名の下に「様」）

を明記し、80円切手をはること。

　　ハ　最終学歴に係る学校の長による人物証明書（厳封親展）

　　　※　出願時勤務しているものは、勤務先所属長による人物証明書をもって代えることができる。

　　ニ　最終学歴に係る学校の成績証明書（厳封親展）

　(3) 志願書等の受付期間及び提出先

　　　※　郵送による出願は簡易書留で、平成25年1月18日（金）消印有効とする。

３　選考試験  

　(1) 日　時　平成25年２月５日（火） 午前９時30分から

　(2) 場　所　山形県総合研修センター（山形市松波三丁目７番１号）

　(3) 試験内容

　　イ　筆記試験

　　　(ｲ) 一般教養筆記試験（高等学校卒業程度の内容）

　　　(ﾛ) 作文

　　ロ  面接試験

提　出　先受　付　時　間受　付　期　間

山形県教育庁総務課教職員室

〒990－8570

山形市松波二丁目８番１号

午前９時から午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

平成25年１月９日（水）から

平成25年１月18日（金）まで

採用見込数受 　　験　   資 　  格職    務    内    容職校種

若干名・地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16

条の欠格事項に該当しない者

・高等学校（中等教育学校の後期課程を含

む。以下同じ。）を卒業した者（平成25年

３月31日までに高等学校を卒業する見込み

の者を含む。）及びこれと同等以上の学力

を有する者

・寄宿舎における児童生徒又

は幼児の日常生活上の世話

及び生活指導に関する業務

に従事する。

寄宿舎

指導員
特
別
支
援
学
校
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　(4) 日　程　実施要項のとおり。

４　選考試験結果の通知等

　(1) 選考の結果発表は、平成25年２月14日（木）午後３時の予定。合格者の受験番号を山形県庁屋外掲示板に掲

示し、本人にも合否結果を通知する。

　(2) 採用は、平成25年４月１日以降とする。

　(3) 選考結果の合否についての電話等での問い合わせには、一切応じない。

５　選考試験結果の開示について

　　選考試験の結果については、山形県個人情報保護条例（平成12年10月県条例第62号）第15条第１項の規定によ

り、口頭で開示を請求することができる。

　　なお、電話、はがき等による請求はできないので、受験者本人が本人であることを証明する書類（運転免許

証、学生証、旅券等）を持参の上、午前９時30分から正午まで及び午後１時から午後４時30分までの間に教育庁

総務課教職員室に直接請求する。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付しない。）

６　その他

　　受験手続きその他受験に関する詳細については、教育庁総務課教職員室（TEL 023-630-2864）に問い合わせる

こと。

正　　　　　誤

開　　示　　場　　所開　　示　　期　　間開　示　内　容

山形県教育庁総務課教職員室
合格発表の日から１か月間

（３月13日午後４時30分まで）
一般教養筆記試験得点及び総合ランク
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